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廃棄物焼却炉の
構造に関する基準

（廃棄物処理法）

下線部分が平成１４年１２月１日（日）から強化され

た項目です。

� 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内

と外気とが接することなく、焼却室において発

生するガスの温度が摂氏８００℃以上の状態で、定

量ずつ廃棄物を焼却できるものであること。

� 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの

であること。

� 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投

入することができるものであること。（ガス化燃

焼方法等その他の構造上やむを得ないと認めら

れる焼却設備の場合を除く。）

� 燃焼室中の燃焼ガス温度を測定するための装

置が設けられていること。

� 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置

が設けられていること。

廃棄物処理法の規定により、一定の構造を備えた焼却炉以外で廃
棄物を焼却することは原則として禁止されていますが、１２月１日（日）
からこの構造に関する基準が強化されました。

この基準は一般家庭や事業所に設置されて

いる小型焼却炉を含めたすべての焼却炉に適

用され、１２月以降も基準を満たさない焼却炉

を使用した場合は罰則が適用される場合があ

りますので、現在お持ちの焼却炉がこの基準

を満たしていない方は、直ちに焼却を中止し、

基準を満たした焼却炉に改造や更新してから

使用してください。

また、焼却能力が１時間当たり５０	以上又
は火床面積（燃焼室の床面積）が０．５�以上の
焼却炉については、設置の事前届出や年１回

以上のダイオキシン類測定等が義務付けられ

ています。
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査
分
析
につい
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大
気
汚
染
防
止
法

に
基
づ
き
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査
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。
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結
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。

今
後
も
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結
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。

浮遊粒子状物質

１日平均
０．１０／�以下

測定値（／�）

０．０３７

０．０２４

測定不可

二 酸 化 硫 黄

１日平均
０．０４ppm以下

測定量（ppm）

０．０１０

０．００７

０．００７

物 質

環境基準値

測定月

７

８

９

（
注
）測
定
値
は
、
１
日
の
平
均
値
を
月
平
均

に
し
た
数
値
で
す
。
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